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１ 秋田労働局長あいさつ 

 

２ 委員紹介 
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(4) 令和８年度秋田県地域職業訓練実施計画（案）について      資料№４ 

 

 

 

(5) ワーキンググループにおいて効果検証する訓練分野について    資料№５ 
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議題（１）

令和７年度第１回地域協議会の協議状況等について

令和７年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会

(R８.３.17開催)

＜資料目次＞

１ 令和７年度第１回秋田県地域職業開発促進協議会【概要】・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

２ 前回協議会における委員発言要旨及び対応方針・取組状況（予定含む） ・・・Ｐ２～５

３ ＜参考＞人材開発支援助成金（生成ＡＩ関係）の活用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６

資料№１



【開催状況】 ○日時 令和７年11月６日（木） 10:00～11:45
○場所 秋田合同庁舎５階会議室

(2)「令和７年度秋田県地域職業訓練実施計画」関係報告

【主な提案内容】

(4)公的職業訓練効果検証ワーキンググループ報告について

◆今後需要が見込まれる、チャットＧＰＴなどの生成ＡＩを加えた講座も必要になるのではないか。 等

(5)公的職業訓練の実施状況と課題（訓練ニーズを含む）について

◆介護事業所の方々は、資格なし訓練受講なしでもいいので、とにかく入職してくれれば自分で育てるというように人

材確保優先で考えているため、介護訓練の充足率が高くないことに影響しているのではないか。

◆応募倍率が高く就職率が低いと言われているＩＴ分野やデザイン分野は、若者が希望する仕事がないとして県外流出

する要因となっている分野であり、企業誘致等により働く場を増やす取り組みも重要。 等

(6)キャリア形成・リスキリング推進事業について

◆企業向けに支援を行ったキャリアコンサルティングの好事例など提供してほしい。

(1)「令和６年度第２回地域協議会の協議状況等について

(7)令和８年度秋田県地域職業訓練実施計画の策定方針について

- １ -

１令和７年第１回秋田県地域職業能力開発促進協議会【概要】

(3)障害者委託訓練ＰＤＣＡ評価について



- ２ -

２ 前回協議会における委員発言要旨及び対応方針・取組状況（予定含む）①

（１）地域の人材ニーズの把握

＜意見等＞

〇 介護訓練でＰＣスキルも身につけた人であれば優位な人材として歓迎されるはずであるが、介護

の事業所の方々は、資格無し、訓練受講なしでもとにかく入職してくれれば自分で育てるというよう

に人材確保優先で考えているため、そうしたことが介護訓練の充足率が高くないことに影響している

のではないか。

＜対応方針＞

〇 施設説明会の開催を訓練実施機関に打診し、開催する場合はハローワークにおいて積極的な参

加勧奨を行い、受講生確保に繋げる。

〇 介護分野を希望する高齢者を介護職員初任者研修受講へ誘導できるよう、シルバー人材セン

ターの登録者に対する周知に引き続き協力いただくなど、連携して受講促進に取り組む。

資料№４～P17：５（１）ウ

令和８年度職業訓練実施計画へ反映



- ３ -

２ 前回協議会における委員発言要旨及び対応方針・取組状況（予定含む）②

（２）公的職業訓練の実施状況の検証

＜意見等＞

〇 ＩＴ分野、デザイン分野で応募倍率が高く就職率が低いとのことだが、若者が希望する仕事がない

として県外流出する要因となっている分野と一緒であり、こうした分野の企業を県外から誘致する、

あるいは第二創業として県内企業に活躍してもらう場所を増やすといった取り組みも重要と思う。

＜対応方針＞

〇 令和８年度の効果検証ワーキンググループの対象分野として、ＩＴ分野やWEBデザイン分野など

の、デジタル分野を選定して検証を行う。

資料№４～P６：２（１）イ

〇 企業誘致に関し、ＩＴ分野やデザイン分野など、若者が希望する分野の受け入れが重要といった

意見があることについて、関係機関と共有する。

令和８年度職業訓練実施計画へ反映



- ４ -

２ 前回協議会における委員発言要旨及び対応方針・取組状況（予定含む）③

（３）訓練効果の把握・検証等

＜意見等＞

〇 ワード、エクセル、パワーポイントは多くの企業で使用しており必要なパソコンスキルと思われる

が、今後需要が見込まれる、チャットＧＰＴなどの生成ＡＩを加えた講座も必要になるのではないか。

＜対応方針＞

〇 ワーキンググループにおける効果検証結果を踏まえ、令和８年度の訓練計画にパソコン中級科

のコースを設定するとともに、生成ＡＩに関するコースについても設定する。

資料№４～P９：３（１）エ、P12：４（１）ア②

〇 人材開発支援助成金を活用した生成ＡＩに関連した訓練の実施状況や活用事例については、P６

に記載のとおりであり、活用した事業主からの評価も高いことから、引き続き人材開発支援助成金

の活用促進による人材育成を支援する。

資料№４～P10：３（３）

令和８年度職業訓練実施計画へ反映



- ５ -

２ 前回協議会における委員発言要旨及び対応方針・取組状況（予定含む）④

（４）その他の職業能力開発促進のための取組

＜意見等＞

〇 訓練の数が多く、対象や実施機関の違いなどもあり全体像が見えにくい。体系的にまとめた概要

があり、それぞれの制度をクリックすることで具体的なメニューに繋がるよう整備できれば、求職者

や事業主にとっても理解しやすくなるのではないか。

○ キャリア形成・リスキリング推進事業に関して、可能であれば、企業向けに支援を行ったキャリア

コンサルティングの好事例などあれは、資料として準備して説明して欲しい。

＜対応方針＞

〇 資料として作成している概要図や他局の資料等を参考に、公的職業訓練制度を体系的にまとめ

た資料の作成について検討し、完成した場合にはホームページに掲載して制度の理解促進に努め

る。

○ キャリア形成・リスキリング推進事業において、企業向けに支援を行ったキャリアコンサルティング

の好事例を収集し、令和８年度の協議会において報告する。



＜参考＞人材開発支援助成金（生成ＡＩ関係）の活用状況

人材開発支援助成金支給実績

令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度

936 517 374 259 支給人数

240 129 96 16 うちデジタル人材
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※令和７年度は1月末現在の速報値

＜令和７年度における生成ＡＩ関連訓練の実績＞
○支給決定件数 23件 ○対象労働者数 72人

（１月末現在速報値）

活用事例（総合工事業）

・画像生成ＡＩ・動画生成ＡＩを利用し、パースの高
精度化によるリアルな外観・内観、ホームステージン
グ、外構等の提案力の強化による営業力アップを図る
こと、また、ＳＮＳ用広告制作業務の人材不足や制作
時間不足等を解消し、業務効率化を図り集客力アップ
に繋げるために受講。

①訓練経費：800,000円（@400,000×２人）

②訓練時間：ｅラーニング 契約期間２か月

標準学習時間 25時間20分

・住宅不動産業界に特化した、文章生成ＡＩ、
画像・動画生成ＡＩの活用方法を学ぶための、
ｅラーニングによる訓練。

①経費助成：800,000×75% = 600,000円

②賃金助成：ｅラーニングのため対象外

①＋②＝ 支給総額：600,000円

＜事業所担当者の声＞

広報に伴う画像や写真の加工は外注依頼を行っていたが、今後は自社て編集を行い、事務担当者がお
客様のニーズに沿った広報内容を作り上げることができたり、営業担当者がお客様から直接聴き取った要
望をＡＩ技術を活用して設計図に落とし込み画像処理してお客様に提示できるため、お客様の理解度が増し
満足のいくサービスが展開できると期待している。 - ６ -



議題（２）

公的職業訓練の実施状況及び訓練ニーズ等について

資料№２

＜資料目次＞

１ ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績（確定値）・・・・・・・・・・・・Ｐ１～３

２ ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度実績（確定値）・・・・・・・・・・・・Ｐ４～６

３ 地域人材ニーズの分析について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７～９

４ 職業訓練情報等の周知・広報について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０

５ 関係機関と連携した取組について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１

令和７年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会
（R8.3.17開催)



※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」
公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び

当該年度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数
（当該年度以前に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの
数。

「定員」
当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」
当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」
当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数

の倍率。

「定員充足率」
当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」
訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母について

は受講者数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を
差し引き、分子については中途退校就職者を加えている。

「デジタル分野」
IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、

デザイン分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義

カッコ（ ）内は、前年度比（令和５年度実績・Ｐ６との比較） ～前年度比増加 ～前年度比減少 - １ -

（秋田県内で開講した訓練コースの実績）

１ ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度の実績（確定値）（１）

（１） 離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 6（±0） 41（▲16） 32（▲11）

営業・販売・事務分野 58（＋6） 725（＋90） 591（＋82）

医療事務分野 5（±0） 75（±0） 51（＋4）

介護・医療・福祉分野 19（▲1） 163（▲34） 100（▲1）

農業分野 0（±0） 0（±0） 0（±0）

旅行・観光分野 0（±0） 0（±0） 0（±0）

デザイン分野 10（＋2） 155（＋50） 133（＋56）

製造分野 22（±0） 206（▲16） 135（＋10）

建設関連分野 12（＋1） 134（＋15） 91（▲18）

理容・美容関連分野 3（＋1） 2（▲2） 3（▲1）

その他分野 11（＋1） 102（▲4） 110（±0）

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー

ス

）

基礎 2（＋1） 30（＋15） 23（＋9）

合計 148（＋11） 1,633（＋98） 1,269（＋130）

（参考）
デジタル分野

23（3） 221（29） 177（16）

05_秋田 総計

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）



～前年度比増加 ～前年度比減少 - ２ -

（２） 離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況①

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 4 11 4 36.4% 36.4% 100.0% 2 30 28 126.7% 93.3% 65.4%

営業・販売・事務分野 44 514 429 105.3% 83.5% 69.3% 14 211 162 97.2% 76.8% 58.0%

医療事務分野 5 75 51 73.3% 68.0% 82.6% 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 12 58 43 82.8% 74.1% 80.0% 7 105 57 61.0% 54.3% 72.5%

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 3 30 29 200.0% 96.7% 75.0% 7 125 104 101.6% 83.2% 32.7%

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

建設関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

理容・美容関連分野 3 2 3 150.0% 150.0% 100.0% 0 0 0 - - -

その他分野 2 10 6 70.0% 60.0% 69.2% 0 0 0 - - -

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー

ス

）

基礎 - - - - - - 2 30 23 93.3% 76.7% 57.1%

合計 73 700 565 102.6% 80.7% 72.0% 32 501 374 92.2% 74.7%

（参考）
デジタル分野

7 41 33 156.1% 80.5% 77.8% 4 60 56 118.3% 93.3% 61.5%

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
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向
け

）

 
 
 

＋
求
職
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訓
練
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実
践
コ
ー

ス

）

１ ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度の実績（確定値）（２）



～前年度比増加 ～前年度比減少 - ３ -

（２） 離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況②

分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

製造分野 2 20 11 55.0% 55.0% 72.7% 20 186 124 74.7% 66.7% 90.6%

建設関連分野 3 50 16 36.0% 32.0% 66.7% 9 84 75 97.6% 89.3% 82.8%

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 9 92 104 126.1% 113.0% 88.2%

合計 5 70 27 41.4% 38.6% 69.2% 38 362 303 93.1% 83.7% 87.3%

（参考）
デジタル分野

0 0 0 - - - 12 120 88 80.0% 73.3% 82.4%

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）

１ ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度の実績（確定値）（３）



※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」
公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び

当該年度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数
（当該年度以前に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの
数。

「定員」
当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」
当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」
当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数

の倍率。

「定員充足率」
当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」
訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母について

は受講者数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を
差し引き、分子については中途退校就職者を加えている。

「デジタル分野」
IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、

デザイン分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義

- ４ -

（秋田県内で開講した訓練コースの実績）

（１） 離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

２ ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度の実績（確定値）（１）



- ５ -

（２） 離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況①

２ ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度の実績（確定値）（２）



- ６ -

（２） 離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況②

２ ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度の実績（確定値）（３）



３ 地域人材ニーズの分析について（１）

１．求人未充足数及び未充足率が上位の職種並びにミスマッチの要因について

出所：県内ハローワークより、四半期毎に報告された内容をとりまとめ（令和7年度第２、第３四半期内容）

・希望者が高齢で採用につながり
にくい。

・有資格者・経験者が高齢。急速に
進むICT化への対応が難しく、継続

雇用や再就職先として同じ職種を
希望しない。

・有資格者であっても未経験者は
採用されにくい。

・勤務形態が不規則で希望者が少
ない。

・有資格者はいるが、一度離職した
求職者が同職種を希望しないケー
スも多い。
・介護の仕事の理解不足。

- ７ -

建設・土木
36%

介護
32%

警備
14%

運輸
6%

接客・調理
4%

IT・Web
4%

電気工事
4%

求人未充足数及び未充足率が上位の職種

建設・土木 介護 警備 運輸 接客・調理 IT・Web 電気工事



３ 地域人材ニーズの分析について（２）

２．ミスマッチの解消の方策について

【介護】
・夜勤や交替制勤務のない求人の開拓
・介護の負のイメージを払拭するような、

職業理解のための応募前職場見学、業務
体験の実施
・柔軟な働き方の求人の確保

・資格取得の促進の取組とキャリアに応じ
た適正な賃金の支給

【建設・土木】
・入社前後における資格取得の支援
（費用の一部補助など）

・実務経験を身につけるための実習付の
訓練
・建設業のＩＣＴ化推進に対応できる実践

的教育
・若年者に向けた業務体験会

３．職業訓練を実施することにより就職が期待される職種とコースについて

【介護】
・より実践的な職場実習が組み込まれた

コース
・初任者研修科にパソコン操作を合わせた

コース

【建設・土木】
・現場アシスタントに必要なＣＡＤや建設

事務スキルを習得できるコース
・建設機械運転免許（フォークリフト、玉掛

技能者、クレーン等）の資格取得できる
コース

出所：県内ハローワークより、四半期毎に報告された内容をとりまとめ（令和7年度第2、第3四半期内容）

- ８ -



３ 地域人材ニーズの分析について（３）

４．事業主が求めるスキル・知識等について

【全職種共通】
・基本的なパソコン操作スキル
・コミュニケーションスキル
・スキルや知識等不問。スキル・経験を求めると応募者が出ないため、未経験者を採用後に
育成する方針

【介護】
・夜勤、交替制勤務など就業時間に

柔軟に対応できる方
・初任者研修修了者

５．求職者から要望があったコース

・在宅ワークを見据えたＷｅｂデザイン関係のコース
・在宅で受講可能なｅラーニングコース
・生成ＡＩを学べるコース

【建設・土木】
・有資格かつ経験者

出所：県内ハローワークより、四半期毎に報告された内容をとりまとめ（令和7年度第2、第3四半期内容）

- ９ -



４ 職業訓練情報等の周知・広報について

ＷＥＢ広告の事業結果報告
は来年度１回目の協議会で

ご報告いたします。

WEB広告の取組

- 10 -

ハローワークを利用していない潜在層に対する公的職業訓練制度の周知及び受講
促進を目的として、ＷＥＢバナー広告及びリスティング広告を実施。

広告掲出期間：令和８年１月１５日～令和８年３月１５日



５ 関係機関と連携した取組について

- 11 -

○JEED（高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部）と共催により、秋田県内自治体移住・定住担当者等
向け公的職業訓練説明・見学・体験会を開催し、当日の様子は報道機関（ＡＫＴ）で取り上げられました。

【参加者】
・５機関（５自治体＋１団体）９名

【報道内容】

・就職に必要な技術や知識を身に付けることができる公的職
業訓練の体験会が5日、秋田県潟上市で開かれました。

この体験会は、公的職業訓練制度の知識を自治体職員に
身に付けてもらい、行政サービスの充実に役立ててもらおうと
秋田労働局が企画しました。

５日は、秋田市や三種町など県内５つの市と町で移住や就
職支援を担当する職員など９人が、住宅の建築や機械による
加工作業などを見学した後、パソコンを使って住宅の間取りを
設計する仕事を体験しました。

参加した職員は、「移住者に一つの選択肢として職業訓練を
紹介できることを学べた非常に良い機会だった」「職業訓練は
専門的なものだということを、中身のこもった言葉で伝えられ
ると思う。その人にとってベストな案内をしていきたい」と、今
後の業務に生かしていく意欲を見せました。

秋田労働局は、今後もこのようなイベントを企画して、移住
者の就職や地域への定着を後押しすることにしています。

報道内容の詳細に
ついては右記参照

※AKTよりQRコード利用の了承は得ておりますが、
HPでの掲載期間は２～３週間程度です。



議題（３）

教育訓練給付制度の実施状況等について

令和７年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会

(R８.３.17開催)
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１ 教育訓練給付金の概要

一般教育訓練給付金
＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に
資する教育訓練を対象＞

特定一般教育訓練給付金
＜特に労働者の速やかな再就職及び
早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象＞

専門実践教育訓練給付金

＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する
教育訓練を対象＞

・受講費用の20％（上限10万円）・受講費用の40％（上限20万円）

・追加給付:１年以内に資格取得・就職等(※１)
⇒受講費用の10％（上限5万円）

・受講費用の50％（上限年間40万円）
（６か月ごとに支給）

・追加給付①:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の20％（上限年間16万円）

・追加給付②:訓練前後で賃金が５％以上上昇(※１)
⇒受講費用の10％（上限年間8万円）

給付
内容

○ 在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付金の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合、専門実践教育訓練給付金は２年以上、特定一般教育訓練給付金・一般教育訓練給付金は１年以上）

支給
要件

12,352 講座1,188 講座3,300 講座講座数

73,766人4,947人37,165人（初回受給者数）
受給
者数

次のいずれかの類型に該当する教育訓練

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の
学位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、
訓練効果の客観的な測定が可能なもの

民間職業資格の取得を訓練目標と
するもの等

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格
に係る養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程等

② 一定レベル（ITSSレベル２）の情報通信技術に
関する資格取得を目標とする課程 (※２)

③ 短時間の職業実践力育成プログラム及び
キャリア形成促進プログラム

④ 職業能力評価制度の検定（技能検定又は団体等
検定）の合格を目指す課程（R7.4～）

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設
の課程（４年制課程含む R7.4～）

② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成
促進プログラム

③ 専門職大学院の課程及び外国の大学院の経営管
理に関する学位課程（R7.4～）

④ 大学等の職業実践力育成プログラム

⑤ 第四次産業革命スキル習得講座等の課程
（ITSSレベル３以上）(※２)

⑥ 専門職大学･専門職短期大学･専門職学科の課程

講座
指定
要件

労働者が主体的に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給。

（注）講座数は令和７年10月時点、受給者数は令和６年度実績（速報値）。（※１）令和６年10月1日以降に受講開始した者について適用。 （※２）令和６年10月１日付け指定から適用。

文部科学省連携

経済産業省連携

文部科学省連携

文部科学省連携

- １ -



キャリアコンサルタント

社会保険労務士試験
ファイナンシャル・プランニング技
能検定試験
行政書士、税理士
通関士、マンション管理士試験
司法書士、弁理士
気象予報士試験
土地家屋調査士

中小企業診断士試験
司書・司書補
産業カウンセラー試験
公認内部監査人認定試験

第四次産業革命スキル
習得講座

ITSSレベル３以上の資格取得
を目指す講座
（シスコ技術者認定資格等）

ITSSレベル２の資格取得を目
指す講座
（基本情報技術者試験等）

ITパスポート
Webクリエイター能力認定試験
Illustratorクリエイター
能力認定試験

CAD利用技術者試験

介護福祉士（介護福祉士実務
者研修を含む）
社会福祉士
保育士
看護師、准看護師、助産師
精神保健福祉士、はり師
柔道整復師、歯科衛生士
歯科技工士、理学療法士
作業療法士、言語聴覚士
栄養士、管理栄養士
保健師、美容師、理容師
あん摩マッサージ指圧師
きゅう師、臨床工学技士
視能訓練士
臨床検査技師
主任介護支援専門員研修
介護支援専門員実務研修
介護職員初任者研修
特定行為研修
喀痰吸引等研修
福祉用具専門相談員
登録販売者
衛生管理者免許試験

医療事務技能審査試験
医療事務認定実務者
（Ｒ）試験
調剤薬局事務検定試験
健康管理士一般指導員
資格認定試験
メンタルヘルス・マネジメント
検定試験

情報関係

大型自動車第一種・
第二種免許
中型自動車第一種・
第二種免許
大型特殊自動車免許
準中型自動車第一種免許
普通自動車第二種免許
フォークリフト運転技能講習
けん引免許
車両系建設機械運転・
玉掛・小型移動式クレーン・
高所作業車運転・
床上操作式クレーン・
不整地運搬車運転技能講習
移動式クレーン運転士免許
クレーン・デリック運転士免許
一等無人航空機操縦士

輸送・機械運転関係

技術関係

営業・販売関係医療・社会福祉・
保健衛生関係

事務関係

専門的サービス関係

登録日本語教員

Microsoft Office Specialist 365
VBAエキスパート
簿記検定試験（日商簿記）
日本語教員、IELTS
日本語教育能力検定試験
実用英語技能検定（英検）
TOEIC、VERSANT、TOEFL iBT
中国語検定試験
HSK漢語水平考試
｢ハングル｣能力検定
建設業経理検定

調理師

宅地建物取引士資格試験

インテリアコーディネーター
パーソナルカラリスト検定
ソムリエ呼称資格認定試験
国内旅行業務取扱
管理者試験

製造関係

大学・専門学校等の
講座関係

測量士補、電気工事士
航空運航整備士
自動車整備士
海技士

電気主任技術者試験
建築士
技術士
土木施工管理技術検定
建築施工管理技術検定
管工事施工管理技術検定
電気通信工事担任者試験

製菓衛生師

パン製造技能検定試験

職業実践専門課程
（商業実務、文化、工業、衛生、
動物、情報、デザイン、自動車整備、
土木・建築、スポーツ、旅行、服飾・
家政、医療、経理・簿記、電気・電
子、ビジネス、社会福祉、農業な
ど）

職業実践力育成プログラム
（保健、社会科学、工学・工業な
ど）

キャリア形成促進プログラ
ム（医療、文化教養、商業実務
関係）

専門職学位
（ビジネス・MOT、教職大学院、法
科大学院など）

短時間の職業実践力育成
プログラム（人文科学・人文）

短時間のキャリア形成促進
プログラム（文化教養関係）

修士・博士
履修証明
科目等履修生

２ 教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験など
専門実践教育訓練給付金
最大で受講費用の80％〔年間上限64万円〕
を受講者に支給（※１）

特定一般教育訓練給付金
最大で受講費用の50％〔上限25万円〕
を受講者に支給（※２）

一般教育訓練給付金
受講費用の20％〔上限10万円〕
を受講者に支給

※１ 2024年9月までに開講した講座は最大で受講費用の70％（年間上限56万円）を支給
※２ 2024年9月までに開講した講座は受講費用の40％（上限20万円）を支給

- ２ -



３ 指定講座の状況（訓練機関の所在地別・分野別）（令和７年10月１日時点）
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大学・専門学校等の講座
製造
技術・農業
営業・販売・サービス
事務
情報
専門的サービス
医療・社会福祉・保健衛生
輸送・機械運転

（講座数）

Ｎ＝16,840

○ 地域によって指定講座数にばらつきがみられるが、最も多い東京都が約2500講座と全体の約15%を占め、続いて北海
道、大阪府、愛知県、福岡県の順に多くなっている。

〇 分野別にみると「専門的サービス関係」「情報関係」「事務関係」については、指定講座の約５割が東京都の教育訓

練機関により実施されている。

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成

※ 訓練機関の所在地別で集計しており、一の訓練機関が同一の講座を複数箇所で開講している場合、開講箇所数に関わらず訓練機関の所在する都道府県に１講座計上している。
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４ 秋田県内における教育訓練給付金の活用実績
○一般はほとんどが運転関係資格、専門実践は介護・看護関係資格での利用が多くなっている。

令和６年度 令和７年度 増減
受給者数 421 415 ▲ 6

情報関係 1 0 ▲ 1
事務関係 7 11 4
事務的サービス関係 23 11 ▲ 12
営業・販売・サービス関係 15 11 ▲ 4
医療・社会福祉・保健衛生関係 70 41 ▲ 29
輸送・機械運転関係 285 317 32
技術関係 19 22 3
製造関係 0 0 0
その他 1 2 1

受給者数 324 335 11
業務独占資格・名称独占資格関係※1 287 285 ▲ 2
職業実践専門課程関係※2 3 7 4
専門職学位関係※3 6 10 4
職業実践力育成プログラム ※4 11 27 16
情報通信技術関係資格 0 0 0
第四次産業革命スキル習得講座 17 6 ▲ 11
専門職大学等 0 0 0

一般

専門実践

※各年度ともに1月末現在の数値※１：介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、保育士、歯科衛生士 など

※２：商業実務、衛生関係、工業関係 など

※３：ビジネス・MOT、法科大学院、教職大学院 など

※４：特別の課程（保健）、正規課程（保健）、社会科学・社会 など
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５ 秋田県が実施する自発的な学び直しの促進のための制度

一般教育訓練給付金
＜左記以外の雇用の安定・就職の促進＞

特定一般教育訓練給付金
＜速やかな再就職及び早期のキャリア形成＞

専門実践教育訓練給付金

＜中長期的キャリア形成＞

・受講費用の20％（上限10万円）・受講費用の40％（上限20万円）

・追加給付:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の10％（上限5万円）

・受講費用の50％（上限年間40万円）
（６か月ごとに支給）

・追加給付①:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の20％（上限年間16万円）

・追加給付②:訓練前後で賃金が５％以上上昇
⇒受講費用の10％（上限年間8万円）

給付
内容

○秋田県スキルアップ促進奨励金

※令和６年度から実施しており、令和８年度も継続の予定

＜概要＞

国の専門実践教育訓練を６ヶ月を超えて受講した場合、専門実

践教育訓練給付対象経費の一部を支給するもの。（右図参照）

＜支給額＞

専門実践教育訓練給付対象経費の４分の１（限度額５万円）

＜支給実績＞

※令和７年度は１月末現在

○秋田県独自事業として専門実践教育訓練給付金支給対象者に対する上乗せ措置により自発的な学び直しを促進

令和７年度令和６年度年度

１９人４５人支給人数
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＜参考＞教育訓練休暇給付金制度～令和７年10月創設

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、基本手当
に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇

を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられる。

内容項目

雇用保険の一般被保険者（在職者）対象者

教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごと、
ハローワークで認定を受けた後に支給

支給のタイミング

離職した場合の基本手当（いわゆる失業手当）と同じ日
額

（賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限あり）
給付額

雇用保険の被保険者であった期間（加入期間）に応じて、
最大150日

給付日数
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＜参考＞リ・スキリング等教育訓練支援融資制度～令和７年10月創設

・雇用保険被保険者以外の方等※１が、スキルアップのために訓練を受講する場合、その訓練に必要な教育

訓練費用、訓練受講中の生活費について融資を受けることができる制度。

・訓練修了後、就職し、賃金の上昇等の要件を満たせば、債務の一部返済免除を受けることができる。

・対象となる訓練※２の期間は、１ヶ月以上４年以内。
※１ その他、年齢や過去の就業経験等の要件あり。
※２ 訓練期間の他、実施主体等の要件あり。【融資内容】

※ 収入証明がない方も含む。

融資上限額対象費用

年額最大120万円×最長２年間年収200万円以上の方

教育訓練費用
年額最大120万円×最長１年間

年収200万円未満の方※
または離職者

月額最大10万円×受講予定訓練月数
（最長24か月）

年収200万円以上の方

生活費

月額最大10万円×受講予定訓練月数
（最長12か月）

年収200万円未満の方※
または離職者
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議題（４）

令和８年度秋田県地域職業訓練実施計画（案）について

資料№４

＜資料目次＞

１ 秋田県職業訓練実施計画の策定に向けた方向性について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

２ 公的職業訓練効果検証結果を踏まえた策定（パソコン事務分野）・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

３ ＜参考＞令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）～その１・・・Ｐ３

４ ＜参考＞令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）～その２・・・Ｐ４

５ 秋田県地域職業訓練実施計画対照表及び修正ポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～18 

令和７年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会

(R８.3.17開催)



１ 秋田県職業訓練実施計画の策定に向けた方向性について （案）

１ 公的職業訓練効果検証結果を踏まえた策定（パソコン事務分野）

２ 職業訓練実施状況における課題を踏まえた策定

３ 昨今の地域人材ニーズ及び全国的な課題を踏まえた策定

４ 上記１～３に関して、本協議会による意見や提案を踏まえて策定

資料No.３（Ｐ６）「今後の取組の方向性」により説明～次ページにも掲載

〇IT分野、デザイン分野の職業訓練は、応募倍率は高いが就職率が低いコースもある

〇介護分野の職業訓練は、就職率が高いが、応募倍率や定員充足率が低い

→ 求人ニーズに即した効果的な訓練内容であるかどうかの検討

→ 応募倍率・定員充足率は改善傾向にあり、引き続き、高齢者を含めた年齢にこ
だわらない受講あっせんの実施

〇訓練計画数と訓練実施が乖離している

→ 昨年度同様に、受講実績や地域事情に合わせた訓練計画数の検討

〇非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを活用した職業訓練の
本格実施

→ 他局好事例等を踏まえた、職業訓練情報の周知広報の実施

→ 昨年度同様に、ハローワークにおける適切な受講あっせん及び就職支援

- １ -

→ ｅラーニング受講者に対する担当者制等による就職支援の強化



受講生確保のためには施設説明会の開催は有効。

就職率向上のためには訓練修了後の継続した支援が成果
に結びついている。

就労意欲が低い受講生も一定程度存在する。

就職率向上のためには企業の職場見学も有効である。

人件費、諸経費の高騰により委託費、奨励金の引き上げ
を希望している。

高齢者や自営業者など、時代に合った就職率への見直し
を希望している。

ヒアリング結果から見えてきた検討課題等 今後の取組の方向性

パソコン訓練について中級科以上のコース設定のニーズ
がある。

受講前の不安解消のため事前の丁寧な説明が必要。

パソコンスキル以外で、コミュニケーション能力、ビジ
ネスマナーの習得を必要としている。

◆施設説明会の開催について各訓練機関に打診の上、実
施する場合はハローワークにおいて積極的な参加勧奨
を実施する。

◆訓練修了後の継続支援による就職率向上の有効性につ
いて、各訓練実施機関に伝え、可能な範囲で実施して
いただくよう勧奨する。

◆受講生の送り出しに際し、ハローワーク窓口にて就職
のための訓練制度である旨の趣旨説明を徹底する。

◆事務系コースも職場見学をした場合に委託費の上乗せ
対象にすること、委託費・奨励金の引き上げ、就職率
の見直しについては、厚生労働省あて要望を伝達する。

◆パソコン中級科のコース設定に向け、開講時期や開催
地域等も含めて検討する。

◆ハローワーク窓口において、制度の趣旨説明に併せ受
講期間中の支援や収入等についての説明を徹底する。

◆訓練実施機関に対し、訓練内容に盛り込まれているコ
ミュニケーション能力やビジネスマナーを重視する声
があることを伝え、その重要性についての認識を共有
する。

①
訓
練
実
施
機
関

①
②
重
複

②
修
了
者
・
採
用
企
業

２ 公的職業訓練効果検証結果を踏まえた策定（パソコン事務分野）
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実施方針課題

・訓練見学会等への参加に係る積極的な
働きかけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた受講
勧奨の強化。

・特に委託訓練については、開講時期の柔
軟化、受講申込み締切日から 受講開始日

までの期間の短縮、効果的な周知広報の
実施。

①応募倍率が低く、
就職率が高い分野がある。

「介護・医療・福祉分野」

・求人ニーズに即した訓練内容かどうかの
検討。

・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。

・事業主等に対して、習得することができる
スキル等の訓練効果を広く周知。

②応募倍率が高く、
就職率が低い分野がある。

「ＩＴ分野」
「デザイン分野」

・開講時期の柔軟化。

・受講申込み締切日から受講開始日まで
の期間の短縮。

・効果的な周知広報の実施。

・訓練関連職種の魅力や働きがい、就職し
た場合の処遇といった観点も踏まえた受
講あっせんの強化。

③委託訓練の計画数と実績が乖
離している。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

➃デジタル人材が質・量とも不足、
都市圏偏在がある。

委託訓練について、都道府県に対し、開講
時期の柔軟化や受講選考期間の短縮、各
種SNS等による効果的な周知広報等につい
て配慮を依頼（③への対応含む）。

ハローワークにおいて、デジタル分野の適
切な受講あっせん等に向け、訓練窓口職員
の知識の向上、訓練実施施設による事前説
明会・見学会の機会確保等を推進。

地域協議会の公的職業訓練効果検証ワー
キンググループによる効果検証結果を全国
に情報共有。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

職場情報サイト（jobtag)を活用し、訓練に関
する職業の詳細な内容や訓練に関連する
求められるスキルのほか、賃金・労働時間
のデータ等を踏まえた受講あっせん機能の
促進。

令和７年度取組状況令和７年度実施計画（実施方針）

訓練部門と求人部門との情報共有による求
人開拓、求人充足会議等の活用を通じて、
事業主等に対して、訓練受講により習得で
きるスキル等の訓練効果を周知。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進。

令和７年度計画の実施方針と取組状況

＜参考＞令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）～その１

Ｒ7.9.30 中央職業能力開発促進協議会資料より
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非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを
活用した職業訓練の試行実施（令和６年度～） H   都道府県・JEEDによる公共職業訓練（委託訓練）として本格実施。

＜参考＞令和８年度全国職業訓練施計画の策定に向けた方針（案）～その２

Ａ 引き続き、介護分野等の理解促進のため、職場見学会

等への参加を積極的に勧奨するとともに、訓練の内容や

効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。

   また、委託訓練についてはFの措置も併せて実施。

B 本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職条

件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う。

また、ミスマッチ低減のため、引き続き、事前説明会・見学

会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口職員のITリテラ

シーの更なる向上を図る。

Ｃ 訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保を推進

する。

D  eラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講する

求職者への適切な情報提供、意識付けとともに、就職支

援の充実を図る。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和６年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和７年度計画に挙げた課題と令和６年度の実施状況

F 引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な

周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

G 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が低下し66.3％。就職率は低下。

【求職者支援訓練】
応募倍率は向上し73.6％。就職率は低下。

【委託訓練】
・IT分野：応募倍率は低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率は低下、就職率は向上。

【求職者支援訓練】
・IT分野：応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率が上昇、就職率は向上。

E 受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。

令和８年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野

求職者支援訓練におけるデザイ
ン分野を除き、その他の分野で
は低下しており、引き続き解消
傾向。

応
募
倍
率

特にデザイン分野における委託
訓練や求職者支援訓練の就職率
はそれぞれ68.9％、57.3％であ
り、就職率の向上に向け、引き
続き改善の余地がある。【Ｂ】
【C】【D】

就
職
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

応
募
倍
率

依然、高水準で推移。
就
職
率

＜参考＞令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）～その２
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議題（５）

ワーキンググループにおいて効果検証する

訓練分野について

資料№５

＜資料目次＞

１ 令和７年度公的職業訓練効果検証ワーキンググループ【概要】・・・・・・・・・Ｐ１

２ ヒアリング実施結果概要① （デジタル分野） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

３ ヒアリング実施結果概要② （介護･医療･福祉分野） ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３

４ ヒアリング実施結果概要③ （営業･販売･事務分野） ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４

５ ワーキンググループにおいて効果検証を行う訓練分野について（案）・・・・Ｐ５～Ｐ６

令和７年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会

(R８.3.17開催)



令和７年度公的職業訓練効果検証ワーキンググループ【概要】

目的

令和７年度の対象分野

令和７年度下半期令和７年度上半期令和６年度

中央職業能力
開発促進協議
会

地域職業能力
開発促進協議
会

ワーキング
グループ
（ＷＧ）

選定分野のうち
３コース×３者（修了者、採用企業、実施機関）

協議会開催

ヒアリング等 結果

整理

改善促進策

（案）検討

協議会

開催

１月

協議会

開催

協議会

開催

９月

地域協議会から
検討結果を報告

協議会開催

２～３月

検証対象訓練
分野を選定

協議会開催

10月～12月

ＷＧから報告① ④② ③

２～３月

１月

適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて訓練修了者等へのヒアリング等を通じ、訓練効果を把握・
検証し、訓練カリキュラム等の改善を図る。

デジタル分野 １９県
ＩＴ分野 ２県

デジタル分野：北海道・青森・岩手・茨城・千葉・福井・静岡・三重・和歌山・鳥取・
島根・広島・徳島・愛媛・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島

IT分野：滋賀・山口

介護・医療・福祉分野
(一部のみを含む。)１８県

山形・福島・栃木・千葉・神奈川・富山・石川・山梨・長野・岐阜・京都・大阪・
兵庫・奈良・香川・高知・大分・沖縄

営業・販売・事務分野
(一部のみを含む。) ８県

宮城・秋田・群馬・新潟・島根・岡山・佐賀・熊本

※ 上記の分野のほか、医療事務分野（山梨）、旅行・観光分野（東京）、製造分野（埼玉・愛知）、
建設関連分野（愛知）が選定された。（複数分野選定した県もあり。）

＜参考＞検討スケジュール
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ヒアリング実施結果概要① （デジタル分野）

訓練実施にあたって
工夫している点

知識の習得だけでなく、実務に近い環境での演習を積極的に取り入れ、訓練

生が現場で必要とされる対応力や問題解決力を育成している。【徳島県】

訓練実施にあたって
課題である点

Webデザインを行う上でのより幅広い知識や技術

【改善案等】【ヒアリングの内容等】訓練実施機関

訓練修了生採用企業

コミュニケーション力や仕事に取り組む姿勢、積極性などの社会人

基礎力も重要【島根県】

ＣＭなどの広報を通じて職業訓練にもっと付加価値をつけて欲しい。

【島根県】

訓練修了者

採用にあたり重視する
スキル等

周知動画を制作し、訓練の具体的な

成果と活用事例を“見える化”する。

また、作成動画を協議会構成機関が

共通の素材として活用し、訓練の社

会的認知度を高める。【島根県】

訓練内容のうち就職後
に役に立ったもの

職業訓練に対する意見

デジタル分野の企業求人が少ないため、訓練後の出口が少ない。求人数も

少なく、経験や知識が必須の者が多いため応募可能な求人が限られてくる。

【福井県】

職業訓練に対する意見

求人の確保および経験や知識が必須の

求人に対しての要件緩和の提案を行う。

また訓練情報について求人企業に対し

ての広報を強化する。 【福井県】

より一層習得しておく
ことが望ましいスキル

他部署との連携が重要になり、コミュニケーション力が必要なため、実務

に即した課題解決のためのグループワークやグループディスカッションが

あるとよい。【三重県】

チームで作業を行う業務であるため、コミュニケーション能力が重要である。

【北海道】

企業は専門分野の知識に限らず、基本

的なビジネススキルやコミュニケーショ

ン能力等の習得も求めていることに着

目し、カリキュラムの見直し等を推進。

【北海道】

チーム作業やプレゼンテーション等は就職後も役立っている。

【和歌山県】

サイバーセキュリティの重要性は認識されていたが、訓練では十分に扱わ

れていなかった。実務では、セキュリティは非常に重要であるため、より

深く学べたらよかったと思う。【徳島県】

ネットワークにおける情報漏洩やサイ

バー攻撃のリスクが高まっていることを

踏まえ、カリキュラム等に、デジタルセ

キュリティやサイバーセキュリティに関す

る知識の取得を提案【徳島県】

訓練内容や仕上がり像を明確化するために、より分かりやすい資料や説明、

体験会等があれば良かった。【広島県】

事前説明会における資料や説明の

さらなる具体化等により、訓練の受

講により得ることができる知識・技

能についてのより一層の見える化を

図る。【広島県】

「プログラマー養成科」という名称が企業に誤解を招く可能性がある。より実

態に即した名称の方が企業とのマッチング率が高まるのでは。【徳島県】

訓練コースの名称について、内容

や目的に即した、より適切な名称へ

の見直しを提案。【徳島県】

就職後に感じた訓
練で学んでおくべき
であったスキル

職業訓練に対する意見

Ｒ8.1.29 中央職業能力開発促進協議会資料
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ヒアリング実施結果概要② （介護･医療･福祉分野）

介護現場でよくあるケーススタディを用いたロールプレイを積極的に

実施している。【香川県】

【改善案等】【ヒアリングの内容等】

実習等で実際に触って、体験していること。人と対したときに力の加え方な

ど不安が生じるので、そこに免疫があることが大事。【大分県】採用にあたり重視する
スキル

訓練実施にあたって
工夫している点

訓練実施にあたって
課題である点

職業訓練に対する意見

訓練コースの設定の都度、介護施設等の介護従事者に講師を依頼しているが、

介護現場は人手不足の状況であり、講師を依頼することが容易ではなく、講

師の確保が厳しい状況【福島県】

より一層習得しておく
ことが望ましいスキル

全体的なＰＲだけでななく、介護のような充足率が低い分野には個別

コースの周知などにも協力してほしい。【石川県】

講師の負担を軽減するために、一

部オンライン形式で行う方法を計

画・検討。【福島県】

ハローワークと訓練実施機関が連

携し、ＳＮＳ等を活用して職業訓練

制度の更なる周知を図るとともに、

積極的な受講勧奨に取り組む。

【石川県】

職業訓練に対する意見

介護記録をタブレット端末で行うが、操作に苦慮する者もある。現場におけ

るIT機器の広がりを踏まえると、IT関係の訓練内容を組み込めるとよい。

【岐阜県】

多様な種類の施設で実習・見学を行い、各施設の雰囲気に接してもらう機会

を多くとってほしい、そうすることでミスマッチによる離職も防げると思う。

【石川県】

利用者と直接触れ合う作業が役に立った。【大分県】

訓練カリキュラムの中で、利用者とのコミュニケーションに関する内容、例

えばカスタマーハラスメントやアンガーマネジメントなどの講義も必要であ

る。【福島県】

訓練内容のうち就職後
に役に立ったもの

就職後に感じた訓
練で学んでおくべき
であったスキル

職業訓練に対する意見
職場実習や職場見学は、もっといろんな種類の施設に行ってみたかった。そ

れによって、就職活動がよりスムーズに進められると思う。【神奈川県】

実技の授業、職場実習・職場見学等の

充実など就職後のミスマッチを防ぐよう、

カリキュラの内容を見直す。【神奈川

県】

職場実習や見学等を通じて実際の

就労現場を想定できるよう、訓練

内容の充実を図るよう提案する。

【石川県】

現場においてIT機器が活用されて

いる状況を踏まえ、IT機器（パソコ

ン、タブレット）の能力に関する講習

時間の確保。【岐阜県】

コミュニケーション能力向上を特に重要

とする意見が多く、また、職場内での人

材育成を行う余裕がないとの意見から、

現場で活用できるスキルを身に付けら

れるよう、カリキュラムの内容を見直す。

【福島県】

訓練実施機関

訓練修了生採用企業

訓練修了者
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ヒアリング実施結果概要③ （営業･販売･事務分野）

【改善案等】

コミュニケーション力や仕事に取り組む姿勢、積極性などの社会人

基礎力も重要【島根県】

訓練実施にあたって
工夫している点

実際に就職して役立つビジネスマナーやパソコンの基本操作等をカリ

キュラムに組み込んでいる。【岡山県】

【ヒアリングの内容等】

訓練を修了出来ない方や就職意欲が欠如している方（健康状態が悪い、制度

不理解、受講意欲の欠如等）に対する受け入れの厳格化が必要。【秋田県】

職業訓練に対する意見
公共職業訓練の認知度は依然として低く、ハローワークでの説明会やイベント

などを通じて、今後も認知拡大に努め、定員充足の向上を図っていただきたい。

【宮城県】

採用にあたり重視する
スキル等

職業訓練に対する意見

より一層習得しておく
ことが望ましいスキル

訓練内容のうち就職後
に役に立ったもの

就職後に感じた訓
練で学んでおくべき
であったスキル

職業訓練に対する意見

求人票にWord、Excelの基本操作が必要とあると応募を躊躇していたが、

訓練受講により「Word、Excelの基本操作はできます」と自信を持って言

えるようになった。【新潟県】

コミュニケーションやビジネスマナーに関して、簡単な説明程度の内容で

あったため、仕事に活かせるような充実した内容を望む。【秋田県】

PC基礎力が身についていれば、ステップアップしたところから新規

採用研修することができ業務効率化に繋がっている。【群馬県】

エクセルでマクロを使ったりしたが、今はアクセスをよく使っている

ので、もう少しやっておけばよかった。【岡山県】

パソコン訓練については、初級科も必要ではあるが、その上位レベルである中

級科や上級科などレベル分けしたコースを設定してもいい。【秋田県】

訓練実施にあたって
課題である点

企業における基本的なPCセキュリティの習得を期待する。

【岡山県】

PCセキュリティ対策に関するカリ

キュラムの充実。【岡山県】

引き続きホームページやＳＮＳ、関

係機関との連携によるイベント等を

活用した訓練の周知・体験・広報を

行い、訓練内容の認知を図る。

【宮城県】

パソコン中級科のコース設定に

向け、開講時期や開催地域等

も含めて検討する。【秋田県】

訓練実施機関に対し、訓練内容

に盛り込まれているコミュニケー

ション能力やビジネスマナーを重

視する声があることを伝え、その

重要性についての認識を共有す

る。【秋田県】

訓練実施機関

訓練修了生採用企業

訓練修了者

受講生送り出しに際し、ハローワー

ク窓口にて就職のための訓練制度

である旨の趣旨説明を徹底する。

【秋田県】

より高度なスキルや知識が必要

な場合には、他分野の適切な

コースを案内。【岡山県】
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２ 検証する訓練分野と検証内容

（１）検証分野 デジタル分野

（２）検証内容 ①求人者・求職者ニーズ、 ②訓練内容に係る課題、 ③就職促進方法

３ 検証方法
・求職者へのアンケート調査※（例：受講したい訓練内容、希望する就労形態）
・事業所へのアンケート調査※（例：希望する訓練内容、在職者訓練の課題）
・訓練施設へのヒアリング調査（例：訓練実施に係る課題、受講者確保・就職支援の工夫）
※アンケートに合わせてヒアリングも実施する。

令和８年度ワーキンググループにおいて効果検証を行う訓練分野について（案）

１ 現状と課題

（１）「デジタル分野」における職業訓練受講者数の増加

令和５年度に効果検証を実施し、人材開発支援助成金などの様々な支援と合わせた在職者訓練の充実や、
幅広い産業で求められるデジタルリテラシーの訓練内容を組み入れた訓練コースの設定などに取り組み、デ
ジタル分野における職業訓練受講者数は順調に増加しているものの、令和７年度における定員充足率は低
下しており、求職者ニーズ等の変化について検証する必要がある。（Ｐ６参照）

また、訓練受講者が訓練で学んだ技能を就職先で活かせているのか、在職者訓練を受けた者は職場にお
いて訓練で学んだ技能が活かされているのかについて明らかになっておらず、訓練が効果的であったのか
検証する必要がある。

（２）ｅ－ラーニング訓練における低い就職率

デジタル分野における訓練受講者が増加している中にあって、ｅ－ラーニング訓練については就職率が低
い傾向にあることから、就職支援の強化が必要になるほか、ｅ－ラーニング訓練を受講する者の就職意識
（在宅勤務希望やフリーランス希望など）についても検証する必要がある。（Ｐ６参照）

- ５ -



令和８年度ワーキンググループにおいて効果検証を行う訓練分野について（案）

- ６ -

人材開発支援助成金支給実績

令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度

936 517 374 259 支給人数
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※令和７年度は1月末現在の速報値

デジタル分野訓練の受講状況

求職者支援訓練委託訓練

令和７年度※令和６年度令和５年度令和４年度令和７年度※令和６年度令和５年度令和４年度

15660453041414238定員数

9356402527333335受講者数

59.6%93.3%88.9%83.3%65.9%80.5%78.6%92.1%定員充足率

47.5%61.5%60.5%43.5%53.3%77.8%77.4%71.4%就職率
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うちｅ－ラーニング
44.4％

ｅ－ラーニング以外
57.1％


